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測量業務共通仕様書 

 

第１条 （適用範囲） 

測量業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は，福山市の発注する農業土木事

業に係る測量業務及びこれに類する業務（以下「測量業務等」という。）に適用する。 

業務請負契約書（以下「契約書」という。）第１条に規定する「仕様書」は，この仕様

書及び特別仕様書とする。 

 図面，特別仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書（以下「仕様書等」と

いう。）に記載された事項は，この仕様書に優先する。 

 

第２条 （作業実施） 

測量業務は，農林水産省構造改善局の定める「測量作業規定」（以下「規定」という。）

及び「測量作業規定の運用基準」により実施するものとする。 

 

第３条 （用語の定義） 

この仕様書における用語の定義は，次のとおりとする。 

（１）指示とは，監督職員が受注者に測量業務上必要な実施事項を示すことをいう。 

（２）承認とは，受注者が申し出た事項について，監督職員が同意することをいう。 

（３）協議とは，監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 

 

第４条 （疑義） 

受注者は，測量業務の実施に当たり，仕様書等に疑義を生じた場合は，監督職員の指示

を受けなければならない。 

 

第５条 （提出書類） 

受注者は，契約書等の定める書類について，発注者が示す様式により提出しなければな

らない。 

 

第６条 （官公庁その他への手続き等） 

測量業務のため必要な関係官公庁その他に対する諸手続（通常受注者が手続を行うとさ

れているもの）は，迅速に処理しなければならない。 

 受注者は，測量業務のため官公庁その他に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたと

きは，遅滞なく，その旨を監督職員に申し出なければならない。 

 

第７条 （打合せ簿） 

測量業務の実施期間中に，指示，承認又は協議した重要な事項については，その内容等



を別に示す打合せ簿に記録し，相互に確認するものとする。 

 

第８条 （支給材料及び貸与品等） 

受注者は，支給材料及び貸与品等についてその受け払い状況等を記録した帳簿を備え付

け，常にその残高等を明らかにしておかなければならない。 

なお，測量業務完了時には支給材料等の使用調書又は精算書を速やかに監督職員に提出し

なければならない。 

 

第９条 （土地の立入り） 

測量業務に当たり，国，公有又は私有の土地に立入る場合，受注者は，本業務に従事 

することを示す証明書を携帯し，関係人の請求があったときは，これを提示しなければな

らない。 

なお，これらの経緯は，遅滞なく，監督職員に報告しなければならない。 

受注者は，測量業務の実施に当たり宅地又はかき，さく等で囲まれた土地に，立ち入る

場合には，監督職員に報告の上，あらかじめ占有者に通知しなければならない。 

ただし，占有地に対してあらかじめ通知することが困難であるときは，測量業務に必要な

範囲内で，占有者に迷惑を及ぼさないよう十分注意して立入るものとする。 

 

第１０条（土地の使用等） 

受注者は，植物，かき，さく等の伐除又は土地若しくは工作物の一時使用を行う場合 

は，その所有者又は占有者の承諾を得て行うものとする。 

なお，これらの経緯は，遅滞なく，監督職員に報告しなければならない。 

 

第１１条（作業の安全管理） 

受注者は，測量業務の実施に当たり保安，公衆衛生等に関する諸法規を遵守するととも

に，作業の安全に留意し災害，事故等の防止に努めなければならない。 

 測量業務に影響を及ぼす事故，人命にかかわる事故若しくは第三者に損害を与える事故

が発生したとき又はこれらの事故が発生する恐れのあるときは，遅滞なくその状況を監督

職員に報告しなければならない。 

 

第１２条（作業状況の報告） 

測量業務を円滑に遂行するため，原則として主要業務の区切り目等において監督職員に

報告し，その上で次の業務を進めなければならない。 

 

第１３条（成果等の点検） 

受注者は，観測，計算簿等の点検した箇所には，赤色の検付を付し，点検者の名前及び

点検年月日を記入するものとする。 



 

第１４条（検査） 

検査に当たっては，管理技術者が立会しなければならない。 

 

第１５条（成果品） 

成果品は，すべて発注者の所有とし，発注者の承認を受けないで他に公表，貸与又は使

用してはならない。 

 

第１６条（再測量） 

受注者は，完了後３年以内に測量成果に誤りが発見された場合は，発注者の指示により

受注者の責任においてただちに再測量を行い，その誤りを訂正するものとする。 































委託箇所

S=1/10,000位 置 図



基準点測量

 3級基準点測量 N=2点

 4級基準点測量 N=3点

用地測量 A=0.0121万㎡

S=1/1,000平 面 図


